
中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ノ、

ン
ブ
タ
ン
(

四

)

|
|
第
十
三
世
紀
初
葉
以
前
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
内
域
都
市
と
沿
海
部
市
|
|

田

中

正

義

七

そ
も
そ
も
、
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
造
幣
所
の
サ
イ
ン
を
最
初
に
有
す
る
こ
と
に
な
る
圧
造
貨
幣
は
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ア
ル
フ
レ
ド

の
治
世
の
最
晩
年
お
そ
ら
く
は
ほ
ぼ
八
九
五
年
以
降
に
発
行
せ
ら
れ
た
、
そ
の
表
面
に
王
の
肖
像
の
入
り
居
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
が
、

(m) 

其
処
に
は
造
幣
人
の
名
は
見
出
さ
れ
な
い
。

こ
れ
よ
り
先
、
既
出
ベ
ォ
ル
フ
ト
リ
ク
、

エ
グ
パ

i
ト
、
そ
の
子
エ
ゼ
ル
ウ
ル
フ
三
代
の
ウ
ェ
シ
ク
ス
王
(
七
八
六
|
八
五
人
)
の
発
行

に
係
わ
る
圧
造
貨
幣
も
亦
、
今
日
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
造
幣
に
帰
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
は
あ
る
が
、
然
し
な
が
ら
、
此
の
市
の
造
幣
所
は
、

エ
グ
バ

l
ト
の
治
世
の
末
年
(
八
三
五
)
か
ら
始
ま
っ
た
か
の
デ
イ
ン
人
の
侵
冠
に
依
っ
て
、

ロ
ン
ド
ン
・
ロ
チ
ス
タ
・
キ
ヤ
ン
タ
ベ
リ
等

(
即
)

一
時
之
を
閉
鎖
す
る
の
己
む
な
き
に
立
ち
到
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

各
地
の
造
幣
所
と
と
も
に
、

す
な
わ
ち
、
八
三
九
年
エ
グ
パ

l
ト
残
す
る
や
、
翌
八
四

O
年
デ
イ
ン
人
は
愛
に
「
三
十
三
費
の
艦
船
乗
組
員
」

(
H
H
H
怠
尽
な
と
時
的
H
Q
)

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
四
〉

二
八
九



中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
囚
)

二
九
O

と
し
て
初
め
て
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
l

ウ
ォ

l
タ
に
そ
の
雄
姿
を
あ
ら
わ
し
、

同
水
域
を
澗
航
し
て
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
ロ
目

B
Zロ
〉
を

直
撃
し
た
が
、
こ
の
時
は
彼
等
は
な
お
、
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
北
方
一
二
マ
イ
ル
の
地
点
に
在
る
、
イ
チ
ン
河
上
流
右
岸
の
此
の
市
に
ま

で
突
入
す
る
こ
と
な
く
撃
援
せ
ら
れ
た
。
併
し
乍
ら
、
『
ア
ン
グ
ロ
ウ
サ
ク
ソ
ン
年
代
記
』
は
、
掘
て
、
八
六

O
年、

エ
ゼ
ル
ウ
ル
フ
の

第
一
子
エ
ゼ
ル
パ
ル
ド
旨

E
-
E
E
(円・∞
g
i
g
o
)渡
し
、
第
二
子
エ
ゼ
ル
ベ
ル
ト
〉
吾
巳
Z
3
Q
-
∞∞

o
t呂
田
¥
由
)
ウ
ェ
シ
ク
ス
王
位

〔
国
土
内
に
〕
侵
入
し
来
り
て
、
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
を
劫
掠
」
(
・
:
。
ロ

E
Z
a
m話
。

(
凹
)

g
B
B
U刊
の
己
的
口
ぽ
F
O吋
O

Z
吉
川
河
買
お
g
p
巧
宮
窓
口
口

g己
目
)
し
た
事
を
誌
す
よ
う
に
な
る
。
斯
く
し
て
、

に
登
る
や
、
「
彼
の
治
世
に
尾
大
な
る
数
の
艦
船
乗
組
員
、

エ
ゼ
ル
ベ
ル
ト
残
後
、

コ二
ゼ

ル
ウ
ル
フ
の
第
三
子
エ
ゼ
ル
レ
ド
一
世
〉
岳
町

-
2
a
同
公
・
∞
白
日
¥
。

t
∞
コ
)
の
治
世
に
入
る
や
、
ウ
ェ
シ
ク
ス
王
は
デ
イ
ン
人
と
の
聞
に
王

国
の
命
運
を
賭
し
て
累
次
織
烈
な
死
闘
を
繰
り
返
す
こ
と
と
な
り
、
そ
の
間
イ
イ
ス
ト
l

ア
ン
グ
リ
ア
・
ノ

l
サ
ン
ブ
リ
ア
・
マ

1
シ
ア

な
ど
ウ
ェ
シ
ク
ス
以
外
の
イ
ン
グ
リ
シ
ュ
の
国
々
は
い
ず
れ
も
み
な
デ
イ
ン
人
の
支
配
の
下
に
陥
り
、
八
七
一
年
エ
ゼ
ル
レ
ド
現
し
て
、

エ
ゼ
ル
ウ
ル
フ
の
第
四
子
ア
ル
フ
レ
ド
の
即
位
を
見
る
頃
に
は
、
最
早
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
ウ
ェ
シ
グ
ス
王
の
威
令
の
及
ぶ
範
囲
は

事
実
上
テ
ム
ズ
河
南
の
地
お
よ
び
西
部
の
ほ
ぼ
古
来
の
ウ
ェ
シ
グ
ス
本
土
に
限
ら
れ
て
、
剰
え
夫
れ
さ
え
も
不
断
に
脅
か
さ
れ
る
状
態
に

在
り
、
八
七
八
年
一
月
に
は
王
は
ウ
ィ
ル
ト
シ
ァ
州
チ
プ
ナ
ム

n
E
3
2
E
S
の
王
領
荘
園
で
デ
イ
ン
軍
の
急
襲
を
受
け
、
辛
う
じ
て

サ
マ
シ
ト
州
ト

I
ン
タ
ン
叶
ω
c
z
oロ
西
方
の
湿
地
帯
に
お
け
る
陸
の
孤
島

ρ
ア
セ
ル
ニ
島
4
(
Z
Z
え

〉

Fo-Dou-(同
志
向
R
a
hミ
巴
)

に
逃
れ
、
暫
く
此
処
に
待
機
す
る
の
余
儀
な
き
に
到
ら
し
め
ら
れ
た
程
で
あ
っ
た
。
併
し
、
七
週
間
後

ρ
島
K

を
脱
出
し
た
王
は
、
サ
マ

シ
ト
、
ゥ
ィ
ル
ト
シ
ァ
、
お
よ
び
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
l

ウ
ォ

l
タ
以
西
の
ハ
ン
プ
シ
ァ
の
兵
を
糾
合
、
同
年
五
月
チ
プ
ナ
ム
南
方
一
五

マ
イ
ル
の
エ
デ
イ
ン
タ
ン
開
門
出
口
問
窓
口
(
N
U
P
S去
る
に
於
て
初
め
て
デ
イ
ン
人
に
決
定
的
な
勝
利
を
収
め
、
彼
等
に
ウ
ェ
シ
ク
ス
よ
り
の

撤
退
並
び
に
そ
の
首
長
グ
ズ
ル
ム
(
既
出
)
の
異
教
よ
り
の
改
宗
を
約
せ
し
め
、
次
い
で
サ
マ
シ
ト
州
ア
ク
ス
ブ
リ
デ
〉
凶
-uEa向
。
南
方
の



ワ
ェ
ド
モ

1
4
〈
包
5
0
5
に
構
和
し
て
、
ア
ル
フ
レ
ド
は
愛
に
漸
く
ウ
ェ
シ
ク
ス
お
よ
び
ウ
ォ
ト
リ
ン
グ
街
道
以
西
の
一
部
マ

l
シ
ァ

(
山
)

の
地
に
君
臨
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
(
而
も
、
そ
の
後
と
雄
も
、
上
記
街
道
以
束
、
テ
ム
ズ
河
口
以
北
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
東
部
が
依
然

(
即
)

コ
ア
イ
ン
ロ

i
」
と
し
て
デ
イ
ン
人
の
掌
中
に
止
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
は
、
先
に
わ
れ
わ
れ
の
之
を
見
た
る
が
如
く
で
あ
る
J

斯
く
て
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
は
、
是
れ
よ
り
の
ち
全
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
ク
ソ
ン
民
族
の
首
都
と
し
て
急
速
に
勃
興
し
、
今
や
ア
ル
フ
レ
ド
の

富
廷
は
此
の
世
紀
初
め
の
大
陸
の
ア

l
へ
ン
に
お
け
る
シ
ャ
ル
ル
マ

l
ニ
ュ
の
宮
廷
に
も
比
せ
ら
る
べ
き
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
学
轄
の
淵
叢

(
出
)

た
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
が
、
斯
か
る
八
八

0
年
代
l
九
0
年
代
に
お
け
る
ア
ル
フ
レ
ド
治
下
の
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
都
市
的
再
建
こ
そ
、

(
国
)

ま
さ
し
く
い
ま
此
の
市
に
お
け
る
造
幣
所
の
設
立
に
絶
好
の
機
会
を
提
供
し
た
る
こ
と
、
言
う
迄
も
な
い
。

エ
ド
ワ
ァ
ド
長
兄
王
、

一
代
と
ん
で
エ
ァ
ド
ム
ン
ド
玉
、
さ
ら
に
は
エ
ァ
ド
レ
ド
王
の
各
時
代
の
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
サ
イ
ン
入
り
の
圧

造
貨
幣
は
、
今
日
ま
で
未
だ
一
個
も
出
土
し
て
い
な
い
。
然
し
乍
ら
、
遇
貨
の
庄
造
が
比
の
時
期
に
中
断
せ
ら
れ
た
と
は
伺
う
し
て
も
思

え
な
い
し
、
事
実
又
、
そ
の
聞
に
挟
ま
る
エ
ゼ
ル
ス
タ
ン
王
の
治
世
に
は
八
名
の
夫
々
名
字
を
異
に
す
る
造
幣
人
た
ち
口
也
、

恐
ら
く
、

或
る
特
定
の
発
行
令

gco)
に
あ
っ
て
は
六
名
を
超
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
〕
が
此
の
市
の
サ
イ
ン
を
帯
び
る
少
く
と
も
二
つ
の

(m) 

特
殊
様
式
(
件
以

13)
の
ペ
ニ
ン
グ
銀
貨
の
庄
造
に
従
事
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
エ
ァ
ド
ウ
ィ
王
以
降
、
横
悔
王
震
後
僅
か
の
期
間

在
位
せ
る
ハ
ロ
ル
ド
l

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
ソ
ン
同
日
c
E
の。

(
Z
5
8ロ守・

A
日

HPHH-tz

。ηf
5
2
)門
機
悔
壬
の
義
兄
、
名
目
上
最
後
の
イ
ン
グ

リ
シ
ュ
の
王
〕
に
い
た
る
ま
で
、
代
々
の
ア
ン
グ
ロ
ウ
i

サ
ク
ソ
ン
の
諸
王
は
、
兵
馬
佐
惚
の
聞
に
明
け
暮
れ
た
エ
ド
マ
ン
ド
剛
勇
王
を
除

い
て
、
い
ず
れ
も
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
に
お
い
て
通
貨
を
庄
造
せ
し
め
た
の
で
あ
る
が
、
此
の
慣
行
は
、
「
征
服
」
以
後
も
、
ぽ
ぼ
一
二

O
七
年

ハ
一
二

O
五
年
の
誤
か
?
〉
の
プ
ラ
ン
タ
ヂ
ニ
ト
朝
第
一
二
代
の
王
ヂ
ョ
ン
守
宮
口
(
円

-
H
H
S
t
u
g
)に
依
る
所
の
通
貨
更
新
ハ
H
O
S
E
お
O
)
に
至

(
即
)

る
ま
で
続
い
た
、
と
一
一
言
わ
れ
て
い
る
。

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
プ
タ
ン
(
四
)

二
九



中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
〈
四
)

二
九
二

わ
れ
わ
れ
は
、
既
に
エ
ゼ
ル
ス
タ
ン
王
の
治
世
の
何
時
か
或
い
は
九
三
五
年
に
ハ
ン
ブ
シ
ァ
州
グ
レ
イ
ト
リ
に
お
い
て
発
布
せ
ら
れ
た

(m) 

所
の
律
令
|
所
謂
「
第
二
法
典
」
以
来
、
此
の
市
が
六
名
の
造
幣
人
を
有
す
べ
く
法
的
に
規
定
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
機

悔
王
時
代
、
古
銭
学
上
「
拡
大
十
字
架
」
(
良
宮
口
Q
Z問
司
自
由
)
と
称
せ
ら
れ
る
意
匠
の
ペ
ニ
ン
グ
銀
貨
の
発
行
(
一

O
五

C
l五
三
?
)
に

尚
一
一
つ
て
は
、
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
造
幣
人
の
数
は

l
i』
必
ず
し
も
い
ま
そ
の
す
べ
て
の
者
が
同
時
に
働
い
た
の
で
は
な
い
に
し
て
も
|
|
一

(
国
)

四
名
の
多
き
に
達
し
た
と
一
古
う
。

一
般
に
各
造
幣
所
の
擁
す
る
所
の
造
幣
人
の
実
数
は
時
代
と
共
に
変
動
が
あ
っ
た
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
従
来
の
造
幣
機
構
の
根
本
を
狼
り
に
改
変
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
佐
服
玉
」
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
の
時
代

3
5
0回目
g
E
-
g己
E
E
q

O
H

開
口
間
口
印

F
n
o
E問
問
。
山
口
2
5
0
n
oロ
ρ
ロ
gHw
一
)
、
こ
の
国
の
造
幣
の
本
質
的
な
枠
組
は
、
凡
そ
一
八

O
名
の
造
幣
人
が
約
六
十
六
の

造
幣
所
に
配
属
せ
ら
れ
る
と
い
う
形
で
成
り
立
っ
て
居
り
、
い
ま
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
に
は
、
チ
ェ
ス
タ
(
但
、

一
O
七

O
年
以
前
)
・
セ
ト
フ

ォ
ド
と
と
も
に
、
依
然
と
し
て
六
名
の
造
幣
人
が
配
属
さ
れ
て
い
た
。
因
み
に
、
そ
の
場
合
、

ロ
ン
ド
ン
(
但
、
ほ
ぼ
一

O
七
五
年
?

以
前
)
、
ヲ

i
ク
(
但
、
ほ
ほ
一

O
七

O
年
以
前
)
の
造
幣
所
の
造
幣
人
の
数
が
最
も
多
く
て
一
二
名
、
次
い
で
リ
ン
カ
ン
(
但
、
ほ
ほ
一

O

七
五
年
以
前
)
、
ロ
ン
ド
ン
(
但
、
ほ
ぼ
一

O
七
五
年
?
以
後
〉
の
夫
れ
は
八
名
、
キ
ヤ
ン
タ
ベ
リ
の
夫
れ
は
七
名
(
但
、
内
三
名
は
教
会

(m) 

所
属
の
造
幣
人
)
、
ノ
リ
ッ
ヂ
の
夫
れ
は
五
名
川
但
、
内
一
名
は
教
会
所
属
の
造
幣
人
)
で
あ
っ
た
。
な
お
、
ェ
ド
ガ
ァ
王
の
崩
御
殉
教
王

の
即
位
の
年
た
る
九
七
五
年
よ
り
、
時
四
惰
王
の
崩
掬
|
ギ
ヨ

l
ム
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
位
登
極
の
一

O
六
六
年
に
至
る
迄
の
聞
の
現
存
圧

造
貨
幣
に
関
す
る
、
ル
ン
ド
ド
ロ

E
Q
d司包

g)大
学
の
べ
日
ア
ル
ス
ソ
ン
氏
の
調
査
に
拠
れ
ば
、
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
造
幣
所
の
造
幣
に
係
わ

る
所
の
も
の
が
全
体
の
約
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
是
れ
は
、

ロ
ン
ド
ン
の
二
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
ヨ
ー
ク
の
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
、
リ
ン
カ

(
問
)

ン
の
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
次
い
で
、
王
国
造
幣
所
中
ま
さ
し
く
第
四
位
に
ラ
ン
ク
せ
ら
れ
る
、
と
云
う
。
而
し
て
、
ほ
ぽ
一

O
七
五
年
以
降

ヨ
ー
ク
・
リ
ン
カ
ン
・
チ
ェ
ス
タ
等
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
の
造
幣
所
の
造
幣
人
数
の
削
減
に
依
っ
て
、
定
員
六
名
の
造
幣
人
を
擁
す
る
と



もこ
のろ
σコ σ〉
如わ
くカf

でウ
あイ
るi32ン
。)チ

ス
タ
σ〉
造
幣
所
は

ロ
ン
ド
ン
・
キ
ヤ
ン
タ
ベ
リ
に
次
い
で
王
国
造
幣
所
中
つ
い
に
第
三
位
を
占
め
る
に
到
っ
た

で
は
、

ヘ
ン
リ
一
世
の
治
世
、
ほ
ぽ
一
一
一

O
年
の
噴
、
「
ウ
イ
ン
タ
ン
l

ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
」
の

ω
Z
3
0可
円
の
成
立
せ
る
時
点
に
於

て
、
此
の
市
に
於
け
る
造
幣
人
た
ち
は
、
い
ま
歴
史
日
具
体
的
に
如
何
な
る
存
在
形
態
を
現
わ
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

彼
等
は
、
そ
の
主
要
部
分
が
目
抜
き
の
ハ
イ
ー
ス
ト
リ
イ
ト
の
一
ケ
所
に
ほ
ぼ
か
た
ま
っ
て
、
夫
々
自
ら
の
計
算
に
於
て
経
営
す
る
所

の
、
独
立
し
た
仕
事
場
(
さ
ま
宮
山
下
さ
ま
な
)
を
聞
い
て
い
た
。
即
ち
、
此
の
時
代
、
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
造
幣
所
な
る
も
の
は
、
具
体

的
に
は
、
物
理
的
に
も
亦
土
地
保
有
関
係
の
面
で
も
相
互
に
識
別
さ
れ
る
所
の
、
多
数
の
個
別
的
詰
単
位
か
ら
成
り
立
っ
て
居
た
の
で
あ

っ
て
、
決
し
て
単
一
の
建
造
物
な
い
し
密
接
し
た
建
物
群
を
構
成
し
て
居
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
而
し
て
、
そ
の
数
が
一
般
に
当
時
の
造

幣
所
の
発
展
の
の

B
Q
H
5
g
o吋
を
表
わ
す
と
さ
れ
る
、
造
幣
人
た
ち
は
、
そ
の
彼
等
の
仕
事
場
を
、
多
く
の
場
合
、
彼
等
以
外
の
第
三
者

よ
り
一
定
額
の
貨
幣
地
代
給
付
を
条
件
と
し
て
保
有
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
選
箇
の
事
情
は
エ
ド
ワ
ァ
ド
儲
悔
王
時
代
か
ら
変
る
と
こ
ろ

が
な
か
っ
た
、
と
云
う
こ
と
は
、
前
述
の
如
く
該
の
王
の
時
代
の
情
報
を
も
そ
の
中
に
含
む
と
こ
ろ
の
、

ω
5
4
4
H
の
次
の
ご
と
き
記

載
条
項
に
照
ら
し
て
み
て
、
い
ま
瞭
ら
か
な
る
所
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
ま
ず
、

ハ
イ
ー
ス
ト
リ
イ
ト
の
北
側
に
於
て
は
、

ア
イ
タ
ル
ド
の
息
子
ア
ル
ウ
ィ
ン
は
、
機
悔
王
時
代
ひ
と
り
の
造
幣
人
で
あ
っ
て
、
門
市
の
北
東
方
な
る
王
領
荘
園
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イ
ジ
ン
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グ
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ク
∞
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山
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岡
田
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o
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所
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オ
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一
戸
の
屋
敷
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〔
王
よ
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許
さ
れ
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保
有
し
て
い
た
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己
邑
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口

g
k門田
E
O印的
ODO

同己円円
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o
p
o
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旧
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付
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w
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窓
口
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O
S
C
5
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2片
山
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片
∞
目
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広
岡
町
田
円
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円
宮
印
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〉
。
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グ

)

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
ソ
ッ
ク
は
、
横
悔
王
時
代
ひ
と
り
の
親
方
造
幣
人
(
さ
包
丘
町
可

3
8
3
ミ
さ
ま
)
で
あ
っ
て
、
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
司
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チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
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ハ
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タ
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教
の
封
地

(
¥
Sを
さ
)
に
開
局
す
る
一
戸
の
屋
敷
を
〔
司
教
よ
り
許
さ
れ
て
〕
保
有
し
て
い
た
(
〔
民
〕

。。〈山詞
-D己的

ωonnFO]EF件、
HJHFH凶

邑
同
区
2
2
5
3
2
R
E♂
己
窓
口
己
目
円
山
。
。
自
己
B

門

H
O
P
E
0
0
1∞
8
1
当
日
三
.
・
)
。

(

ヤ

)

ア
ン
ド
レ
ボ

i
デ
は
、
横
悔
王
時
代
ひ
と
り
の
造
幣
人
で
あ
っ
て
、

一
戸
の
屋
敷
を
〔
横
悔
玉
よ
り
許
さ
れ
て
〕
保
有
し
て
い
た

(
〔

Nω
〕

〉ロ円四円。
σO〈
山
口
∞
宮
山
H
E
Cロ
σ片
山
円
吉
田
吋

-HPHW-OHHOD巳
け
~
(
円

CHHEB・)。

以
下
は
、
い
ず
れ
も
ハ
イ
ー
ス
ト
リ
イ
ト
以
外
の
地
域
の
こ
と
に
属
す
る
が
、
ま
ず
「
西
門
」
外
の
郊
外
地
区
で
は
、

(

マ

)

〔
前
出
〕
ア
イ
タ
ル
ド
の
〔
い
ま
一
人
の
〕
息
子
の
ア
ル
ワ
ル
ド
の
〔
保
有
に
係
わ
る
〕
土
地
(
円
突
さ
)
は
、

機
悔
王
時
代
す
べ
て
の

慣
習
的
貢
租
を
納
付
し
て
い
た
、
而
し
て
彼
は
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
の
ひ
と
り
の
造
幣
人
で
あ
っ
た
(
〔

5
3
叫，

O吋
円
山
〉
目
当
ω円
Q
H
D
E
H
W
S吋・

(
E
S
Q円
四
四
げ
白
円
。
窓
口

O印
円
。
ロ
印
ロ
σ苫
【
ロ
ロ
2
叫

J何
回
・
・
三
時
己
目
件
目
。
ロ
丘
町
三
己
的

g
何
日
目
同
:
:
・
:
)
。

次
い
で
、

(

ケ

)

(
胤
)

ア
レ
ス
タ
ン
は
、
酷
悔
王
時
代
ひ
と
り
の
造
幣
人
で
あ
っ
て
、
〔
バ
ロ
ン
の
土
地
に
つ
い
て
〕
或
る
土
地
を
保
有
♀
ら
ミ
向
)
し

ハ
イ
ー
ス
ト
リ
イ
ト
か
ら
北
に
走
る
通
り
の
一
つ
切
可
丘
町
定
通
り
で
は
、

て
い
た
(
〔
]
戸
日
仏
〕

kFHg窓
口
口
∞

E
H門

B
Oロ
o
g江
戸
田
↓

-HN・開・

O
H
V仰
ぎ
巳

D
5ロ
E
B
H
O
H
E
S
)。

而
し
て
、

ω
5
4
o
u
-
-
の
成
立
時
点
l
l
l
ほ
ほ
一
一
一

O
年
の
噴
の
此
の
市
に
お
け
る
造
幣
人
に
つ
い
て
は
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
又

次
の
二
つ
の
記
載
条
項
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

一
つ
は
、

ハ
イ
ス
ト
リ
イ
ト
の
北
側
に
於
て
で
あ
る
。

(

フ

)

シ
デ
ロ
ッ
グ
は
、
臨
悔
王
時
代
あ
ら
ゆ
る
慣
習
的
貢
租
を
納
付
す
る
一
戸
の
屋
敷
を
保
有
(
同
町
吉
日
ろ
し
て
い
た
。
ム
7

や
造
幣
人

ウ
ィ
ム
ン
ド
の
妻
(
未
亡
人
?
)
が
夫
れ
を
有
色
与
寄
与
し
て
い
て
、
彼
女
は
六
ペ
ン
ス
の
ラ
ン
ド
ゲ
イ
プ
ル
を
納
付
す
る
も
、
そ
の
ほ

か
如
何
な
る
慣
習
的
貢
租
を
も
納
付
し
て
い
な
い
、
而
し
て
夫
れ
(
当
該
土
地
)
は
享
有
(
守
口
師
、
を
る
せ
ら
れ
て
い
な
い
(
〔
NN〕

ω-門
回
目

-on

窓
口
百
円
日
仏

OMH55
日
初
-HW・
8
門出
2
H
0
5
0
5忠
告

8
5
5
z
a
D
o
g
-
宮

cao
官
官
件
己
USH
当日
HHMgD色
言
。
口
忠
良
5
2
2
2
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〈
凶
作
目
白
呂
田
げ
己
目
。

i
p
Z
ロ
己
-
由
自
己

U
5
8
5
5
Z
2
D
o
s
h
2
0
2
P
2〕
。
品
目
片
山
戸
)
。

い
ま
一
つ
は
、

ハ
イ
ー
ス
ト
リ
イ
ト
か
ら
北
に
走
る
通
り
の
一
つ
の
'
ヲ
ロ
言
N
3
h
Q
通
り
に
於
て
で
あ
る
。

(

コ

)

ア
ル
ノ
ッ
ド
1

ス
ト
ゥ
ド
は
、
機
悔
王
時
代
六
ペ
ン
ス
〔
の
ラ
ン
ド
ゲ
イ
ブ
ル
〕
と
慣
習
的
諸
貢
租
と
を
納
付
し
て
い
た
。
人
7

や

造
幣
人
の
オ
ド
!
が
同
様
〔
の
義
務
〕
を
〔
へ
ン
リ
玉
に
対
し
て
U

負
う
て
い
る
(
〔
巳
由
〕

〉日

DOO戸田

ω門戸
H弓
円
巾
己
己
ゆ
げ
山
門

4
H
a・
四
件
門

ODE

2
2
E
E
g
寸

-
m
-
M
W
-
z
o
Q
O
O
Q
O
B
o
s
s江
戸
印
仏
与
又
∞

E
E
Z同・)。

な
お
、
右
ニ
者
の
う
ち
、
前
者
の
記
載
条
項
に
関
連
し
て
賛
丑
目
す
れ
ば
、
造
幣
人
ウ
ィ
ム
ン
ド
巧

E
E
E∞
は
此
の

ωロ
3
4
H
の

調
査
時
点
に
お
い
て
は
既
に
死
亡
し
て
い
て
、
現
実
に
此
の
二
戸
の
墨
敷
は
造
幣
人
の
仕
事
場

l
s室
内
定
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
、
ー

l
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
夫
れ
は
い
ま

ERCHMM「
せ
ら
れ
て
い
な
い
」

(02
含
〔
『
〕
。
岳
山

g
g〉
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

『
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
研
究
』
第
一
巻
の
第
四
章
「
第
十
一
ー
ー
二
世
紀
の
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
」
の
共
同
執
筆
者
、
前
記
ピ
ド
ゥ
ル
・
キ

I
ン
の
両
氏

は、

ωロ
ミ

σML
中
の
機
悔
王
時
代
の
記
述
な
ら
び
に
内
山
口
C

時
点
に
お
け
る
夫
れ
に
い
ま
古
銭
学
の
提
供
す
る
所
の
詮
拠
を
突
き
合
わ

せ
る
こ
と
に
依
っ
て
、
即
ち
、
出
土
銀
貨
裏
面
の
銘
文
の
示
す
造
幣
人
の
サ
イ
ン
と

ω
5
4
4
H
の
記
述
中
に
現
わ
れ
る
人
名

Q
O
B
O
E
-

5
5
2
)と
を
同
定

5
3け
は
司
せ
ん
と
試
み
る
こ
と
に
依
っ
て
、
犠
悔
王
時
代
に
就
い
て
は
、
既
出
の
ア
ル
ウ
ィ
ン
〉

Z
F
p
g
¥コ
ド
ウ

ィ
ン
1

ソ
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。
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当

E
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ア
ン
ド
レ
ポ

l
デ
〉
ロ

QHaOヴ
O(宮
♂
ア
ル
ワ
ル
ド
〉
目
当

a
a
g♂
ア
レ
ス
タ
ン
〉
ぽ
間
窓
口
口
聞
の
計

玉
名
の
造
幣
人
の
外
に
、
猶
、

ハ
イ
ー
ス
ト
リ
イ
ト
の
北
側
に
ウ
ィ
ン
ス
タ
ン
当

E
g
g
E
B
(〔目。〕
)

w

同
じ
通
り
の
南
側
に
レ
ズ
マ
ァ

Z
S
5
2
5
(門
勾
〕
)
並
び
に
エ
ド
ウ
ィ
ン
開
。
三
ロ
ロ
的
(
〔
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〕
)
u

「
西
門
」
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の
郊
外
地
区
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ア
ル
ワ
ル
ド
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レ
ウ
ィ
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F
Z
E

並
び
に
ゴ
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怠

O
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∞
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)
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な
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通
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マ
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豊
司
、

qaど
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本
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八
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参
照
〕
、
回
世
恥
円
与
問
通
り
に
サ
ウ
ィ
ン

ω位当日ロロ印(〔
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遇
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タ
ン
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ウ
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チ
ス
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ブ
タ
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以
上
計
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名
の
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餓
悔
王
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ぜ
B
E
Z
0
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な
造
幣
人
と
し
て
同
定
し
得
る
と
な
し
、
更
に
は
、

二
九
六
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S
司
N3hQ
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ヴ
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F
S
E口四一戸田(〔
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〉
な
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に
ゴ
ド
リ
ク
の
。
門
目
立
円
己
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(
〔
HM∞〕
)
u

川
町
内
ロ
ミ
ミ
た
ま
通
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に
ル
ウ
ォ
ル
ド

グ
ロ
QEPNW(〔
N
S〕
)
・
切
宮
内
宮
通
り
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レ
フ
ス
タ
ン
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窓
口
口
出
〈
〔
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〔
旅
寵
屋
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人

(hSHb門
司
)
、
本
誌
第
コ
干
五
巻
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、
一
八
九
頁
参
照
〕
な
ら
び
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チ
ェ
カ
の
青
山
(
〔
口
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)
i
P
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立
通
り
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コ
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上
計
六
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の
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償
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な
造
幣

人
と
し
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同
定
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得
る
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て
い
る
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又
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円
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戸
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い
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既
出
の
ウ
ィ
ム
ン
ド
な
ら
び
に
オ
ド
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両
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造
幣
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、

ハ
イ
ー
ス
ト
リ
イ
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北
側
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ウ
イ
ン
ド
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ロ
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司
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ェ
ピ
ン
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F
O
H
M
-
ロ
m
g
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Z
E
g
(〔
N
U
N
U
-
Q日∞
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窓
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〔
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匂
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門
司
ミ
通
り
に
ゴ
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ィ
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O
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ロ
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ハ
リ
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通
り
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ハ
ア
パ
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ト
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以
上
計
六
名
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へ
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一
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ぜ
円
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な
造
幣
人
と
し
て
同
定
し
得
る
と
な
し
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更
に
は
、

ハ
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リ
イ
ト
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北
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ノ
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通
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上
計
五
名
の
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へ
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リ
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ぜ

o
g
g
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.
な
造
幣
人
と
し
て
同
定
し
得
る
、
と
な
し
て
い
る
。

J
、ムソ

z
c
B山田
B
注
目
付
に
蒙
い
筆
者
は
今
日
ら
の
責
任
に
於
て
そ
の
当
一
台
を
判
断
す
る
能
力
を
遺
構
な
が
ら
持
ち
合
わ
せ
な
い
の
で
あ

凡
そ

る
が
、
若
し
仮
に
右
の
ピ
ド
ゥ
ル
・
キ

l
ン
両
氏
に
よ
る
広

g
z
p己
目
。
ロ
に
し
て
正
し
け
れ
ば
、
機
悔
王
時
代
こ
の
市
に
存
し
た
所
の

造
幣
人
の
数
は
、
或
い
は
一
四
名
な
い
し
二

O
名
に
、

へ
ン
リ
一
世
治
世
の
?
己
呂
理
在
こ
の
市
に
存
す
る
所
の
造
幣
人
の
数
は
、
或

い
は
八
名
な
い
し
一
一
名
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
挙
に
跳
ね
上
が
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

な
お
、
右
ビ
ド
ゥ
ル
・
キ

i
ン
両
氏
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、

2
2
a
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じ
て
、
元
来
造
幣
人
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仕
事
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表
わ
す
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こ
ろ
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さ
き
さ
(
芋
さ
ミ
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な
る
名
辞
が
横
悔
王
時
代
(
汁
勾
・
同
・
〉
の
記
述
部
分
に
の
み
現
わ
れ
て
、
当
文
書
成
立
時
点
(
足
克
己
〉
の
記
述
部
分
に
於
て
は
さ
若
宮
の

代
り
に
鍛
造
場
を
意
味
す
る
る
品
定

(
1・
b
品
言
)
な
る
名
辞
が
専
ら
使
用
せ
ら
れ
て
居
る
と
こ
ろ
に
着
目
し
て
、
畢
寛
、
さ
ミ
芯
と

h
q品
一
定
と
は
い
ま
シ
ノ
ニ
ム
の
関
係
に
在
り
と
判
断
し
、

ほ
ぼ
一

一一

O
年
現
在
こ
の
市
の
ハ
イ
ー
ス
ト
リ
イ
ト
の
南
側
に
六
箇
所
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H
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芯
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E
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ぬ
¥
ロ
品
芯
同
〔
定
〕
一
己

LP喝
、
均
一
芯
同
〔
虫
〕
)
、
少
く
と
も
総
計
十
八

の
し
『
ロ
品
芯
向
の
存
す
る
事
実
も
亦
、
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
造
幣
所
の
発
展
の
一
つ
の
〉
ロ
N
O
K
2
と
し
て
、
之
を
無
視
し
得
ざ
る
と
こ
ろ
の
も

(
瑚
)

の
と
な
し
て
い
る
。

さ
て
、
此
処
で
わ
れ
わ
れ
の
関
心
事
は
、
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
に
お
け
る
造
幣
人
た
ち
の
社
会
的
地
位
如
何
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
等

が
、
機
悔
王
時
代
夙
に
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
人
口
中
相
対
的
に
富
裕
な
る
階
層
を
表
わ
し
た
こ
と
は
、
彼
等
の

∞己円
J
1
0

可
円
に
列
挙
せ
ら
れ

た
所
の
比
較
的
多
数
の
保
有
地
(
H
屋
敷
地
)
が
之
を
明
示
し
て
余
り
あ
る
も
の
が
あ
る
。
彼
等
は
、
此
の
市
の
社
会
的
日
経
済
的
な
ヒ
エ

ラ
ル
ヒ

l
に
お
い
て
相
対
的
に
高
く
位
置
づ
け
ら
る
べ
き
集
団
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
い
ま
注
口
せ
ら
れ
る
の

は
、
彼
等
の
中
に
金
融
業
に
関
係
し
た
者
が
見
出
さ
れ
る
事
実
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、

ωロ
3
0可
同
の
憤
悔
王
時
代
に
関
す
る
記
述

中
に

k
r
D
a
円。
σ
o貯
な
る
名
字
の
造
幣
人
の
存
し
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
が
、
実
は
、
此
の
者
に
関
し
て
は
、
嚢
に
わ
れ
わ
れ
が
其
処

に
彼
を
発
見
し
た
と
こ
ろ
の
ハ
イ
ー
ス
ト
リ
イ
ト
の
北
側
の
ほ
か
に
も
、
も
う
一
箇
所
同
J
Q
3
3
両
立
通
り
に
於
て
、

そ
の
記
載
条
項
を
見

出
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
次
の
如
く
記
載
せ
ら
れ
て
あ
る
。

ハ

斗

)

口町一色町
sb司
、
の
〉
ロ
仏

E
E含
は
、
機
悔
王
時
代
六
ペ
ン
ス
門
の
ラ
ン
ド
ゲ
イ
プ
ル
〕
と
慣
習
的
責
租
と
を
納
付
し
て
い
た
、
今
や

サ
ウ
ィ
ン

ωω
考
古

g
が
向
様
〔
の
義
務
〕
を
〔
へ
ン
リ
王
に
対
し
て
〕
負
っ
て
い
る
(
〔
N
H
N
〕

〉ロ(同
Hmwσo色
。
門
田
口
問
。
。
吋
円
角
川
仏
仏
叩
σ
M
H
H
4
-
ι

。門
g
E
5
2
2
5尽
吋
-
M
N
・肘

-
z
o己
oω
担当

E
5
a
o
Z
H
回
目

B
臣
官
円
)
。

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
四
)

二
九
七



中
世
都
市
ウ
ィ

γ
テ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
プ
タ
ン
〈
四
）

二
九
八

此
の
場
合
、

5
2宮
己

cs－ヴ
U
1
H
H
m
w
B

え
と
し
て
の
ぽ
雲
町
内
口
、
と
は
、
『
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
研
究
』
第
一
巻
の
第
二
章
「
ウ
イ
ン
タ
ン
1
ド

ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
に
お
け
る

y
g
o
p
m
L
S
S
Z
な
ら
び
に
ヴ
M
1
5
5
2」
の
執
筆
者
、

元
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
王
立
図
書
館
副
錨
長
オ

i
ロ

ブ

l

フ
ォ
ン
i

フ
ァ
イ
リ
ッ
ツ
ェ
ン
博
士
に
拠
れ
ば
、
。
E
Z
0
3
r
2
D
司
詰
宮
町
で
「
再
替
商
」
を
意
味
し
、
オ
ヴ
ル
ド
I

フ
レ
ン
チ
の

（

問

）

、

、

、

、

、

ぺM
W
Q
3
h
・
河
口
、
に
当
る
、
と
日
、
コ
。
市
し
て
、
此
の
ア
ン
ド
レ
ポ
l
デ
と
さ
き
の
ア
ン
ド
レ
ボ
l
一
プ
と
が
加
入
で
な
い
よ
考
え
ら
れ
る
所
以

の
も
の
は
、

今
回
同
に
於
て
は
彼
ば
、

言
わ
ば
官
職
名
（
C
B
n日目－

2
己
主
た
る
造
幣
人
（
さ
き
m
h
h
H

晴
、
九
三
）
の
資
情
に
於
て
で
は
な
く
、

4
2・

mRAH－
誌
な
縛
名
を
伴
っ
て
称
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
、

一
介
の
王
の
封
地
？
υ
王
領
叫
に
在
る
屋
敷
の
住
人

1
i
g吋
回
目

σミ
官
官
と
し
て

ι

に
現
わ
れ
て
居
る
の
で
あ
り
、
そ
の
故
に
こ
そ
六
ぺ
ン
ス
の
ラ
ン
ド
ゲ
イ
ブ
ル
、
並
び
に
慣
習
的
貢
租
の
納
付
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
居
る

の
で
あ
る
が
、

同
じ
彼
は
、

刊
に
お
い
て
は
、

一
一
言
わ
ば
造
幣
人
と
い
う
｝
江
口
問

wmg釦
ロ
の
資
格
に
ち
い
て
登
場
し
て
居
る
の
で
あ
り
、

そ
の
故
に
こ
そ
其
処
に
於
て
彼
が
保
有
す
る
所
め
、
グ
ェ

l
バ

i
流
に
言
え
ば
彼
の
コ
耳

Z
E
m九
‘
と
し
て
の
屋
監
に
対
し
て
は
慣
習
的

責
国
消
付
の
義
務
が
課
せ
、
つ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
悼
の

E
敷
こ
そ
が
、
ア
ン
ト
レ
ポ

ー
デ
に
と
っ
て
は
彼
の
主
た
る
生
活
の
場

i
住
居
で
あ
っ
て
、
怖
の
夫
れ
は
寧
ろ
造
幣
人
と
し
て
の
彼
の
主
た
る
仕
亭
の
場
で
あ
っ
た
、

（印）

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

市
し
て
、
ア
ン
ド
レ
ボ
l
Jプ
の
ご
と
さ
い
ま
副
官
商
を
兼
ね
る
一
昨
の
造
幣
人
の
坊
合
、
彼
が
彼
の
新
し
く
圧
遣
し
た
と
こ
ろ
の
貨
幣
と

引
き
替
え
に
、
再
圧
造
（

2
3
5同
開
巾
〉
に
必
要
な
古
い
銀
を
入
手
す
る
と
こ
ろ
の
南
替
の
過
程
は
、

そ
こ
に
必
然
的
に
医
大
な
量
の
新
田

の
銀
掠
守
口
ロ
ド
c
と
を
需
蔵
せ
し
め
る
こ
と
と
た
一
り
た
が
、

斯
か
る
皮
大
な
風
一
一
の
銀
塊
を
貯
政
す
る
に
は
、

彼
の
仕
手
場
よ
り
も
彼
の
住

居
の
方
が
透
か
に
安
全
で
あ
っ
た
乙
と
は
、
言
、
っ
迄
も
な
い
。
然
し
乍
ら
、
被
の
住
居
は
い
ま
、
彼
の
仕
事
場
か
ら
全
く
遊
離
し
た
存
在

ア
セ
イ

で
あ
っ
た
訣
で
は
決
し
て
な
く
、
伸
恨
の
住
居
に
お
付
る
両
替
業
務
の
終
了
の
後
は
、
古
い
銀
は
、
錯
解
・
試
金
・
再
圧
造
の
た
め
に
彼
の



仕
事
場
に
移
送
せ
ら
れ
、
新
し
い
圧
造
貨
幣
と
な
っ
て
、
そ
の
安
全
な
保
管
の
た
め
に
再
び
住
居
に
還
流
し
来
っ
た
も
の
、
と
思
わ
れ
る

(
瑚
)

の
で
あ
る
。

右
に
見
た
如
き
造
幣
人
と
両
替
商
と
の
問
に
存
す
る
と
同
様
密
接
な
関
係
は
、
ま
た
造
幣
人
と
金
細
工
師
と
の
聞
に
於
て
も
認
め
ら
れ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
さ
き
に
餓
惰
王
時
代
の
金
細
工
師
(
言
ミ
L

な
た
る
プ
リ
ズ
マ

i
ル
切
ユ
吾
目
白
が
円
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
研
究
』
第
一
巻
第
四

章
の
共
同
執
筆
者
た
ち
に
依
っ
て
憤
悔
王
の
ぜ
吋
。

g
E
0
.
な
造
幣
人
の
一
人
と
し
て
同
定
せ
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
が
(
前
段

一
三
九
質
参
照
)
、
こ
の
ほ
か
、
彼
等
に
依
っ
て
猶
へ
ン
リ
一
世
の
ぜ
。

2
5
z
w
な
造
幣
人
の
一
人
と
し
て
同
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
サ
イ
エ

ト

ω↑
釦
一
日
叩
件
(
前
段
一
四

O
頁
参
照
〉
の
甥
で
、
同
様
彼
等
が
へ
ン
リ
一
世
の
ぜ
。

25-0.
な
造
幣
人
の
一
人
と
し
て
同
定
し
た
と
こ
ろ
の
ア
ル

リ
ク
〉
宮
立
の
口
問
(
前
段
一
四

O
一
員
参
照
)
は
ま
た
彼
等
に
依
っ
て
、

工
師
と
し
て
登
場
し
て

る
事
実
が
注
目
せ
り

れ
て
居
る
σコ
で
あ
るi4oへ
。-ン

世
σ〉

。
年
σ〉
財
務
府
記
録
文
吾妻
ー同

市

旬。
問。
'--ノ

金
細

以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
ク
ソ
ン
時
代
末
期
の
エ
ド
ワ
ァ
ド
儲
悔
王
時
代
よ
り
ノ
ル
マ
ン
朝
第
三
代
へ
ン
リ
一
世
時
代

に
か
け
て
の
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
市
に
つ
い
て
、
ま
ず
第
一
に
、
此
の
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
の
首
都
に
お
け
る
都
市
民
た
ち
の
さ
ま
ざ

ま
な
る
職
業
分
化
を
、
い
ま
「
ウ
イ
ン
タ
ン
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
」
の

ω己
2

a

H

(

円-
H
H
H
C
)
を
通
じ
て
可
能
な
る
限
り
に
於
て
析
出
し
、
次

に
此
れ
ら
都
市
民
中
特
権
的
な
地
位
を
占
む
る
と
こ
ろ
の
造
幣
人
に
就
い
て
若
干
之
が
考
察
を
試
み
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

∞ロ円〈
O
U
可
同
の
記
述
は
、
そ
の
ほ
か
に
も
わ
れ
わ
れ
に
種
々
興
味
の
尽
き
な
い
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

そ
の
一
つ
に
、

当
時
の
此
の

市
の
ハ
イ
ー
ス
ト
リ
イ
ト
に
お
け
る
商
業
的
鹿
盛
の
一
端
を
警
察
せ
し
め
る
と
乙
ろ
の
夫
れ
が
あ
る
。

(

テ

)

レ
ヴ
ィ
ン
な
ら
び
に
ゴ
ッ
ト
は
、
〔
ハ
イ
ー
ス
ト
リ
イ
ト
の
北
側
に
〕
餓
悔
王
時
代
二
つ
の
売
居
公
的
役
目
。
を
保
有

S
S寄
る
し
て

い
た
が
、
今
や
(
ほ
ぼ
一
一
一

O
年
現
在
)
ア
マ
ァ
ラ
ン
ド
の
息
子
の
ロ
ジ
ャ
ア
が
夫
れ
ら
(
二
つ
の
売
庖
)
を
保
有
し
て
い
て
、
慣
習
的
責

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
ハ
四
〉

ニ
九
九



中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
プ
タ
ン
(
四
)

一一一
0
0

租
〔
納
付
の
義
務
〕
を
履
行
し
て
い
る
。
併
し
乍
ら
、
彼
は
、
曽
て
ラ
ル
フ
l

ロ
セ
ル
が
丁
度
そ
う
し
た
よ
う
に
長
さ
の
点
で
二
フ
ィ
イ
ト

だ
け
王
の
道
路
を
私
し
て
了
っ
て
い
る
円
本
誌
第
三
十
五
巻
第
二
号
、
一
九
一
頁
、
(
レ
)
の
ラ
ル
フ
l

ロ
セ
ル
の
息
子
の
場
合
、
参
照
〕
。

ヵ=

、F

」

の
こ
と
は
彼
が
門
王
の
〕
町
奉
行

Q
ミ
官
民
S
C
ワ
リ
ン
の
許
可
を
得
て
為
し
た
る
こ
と
で
あ
る
。

而
し
て
〔
王
の
〕
町
奉
行
ゲ
ソ
ル
ド
は
、

ロ
ジ
ャ
ア
が
彼
(
ゲ
ソ
ル
ド
)
よ
り
門
前
記
ニ
ワ
の
U

売
唐
を
保
有
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
三

0
シ
リ
ン
グ
門
の
地
代
〕
を
取
得
す
る
の
が
妥
当
で

あ
る
(
〔
N
O
〕

FO戸
山
口

m
E∞
叩
け
の
え
げ
凶
ず
叩

Z
D
H
叶
・
凶
作
ロ
・
門

E
g
g
s
-∞
・
足
。

a
o
y
m
g門
HNO四
ゆ
門
戸
印

E
E臼
〉
吋

HHHR-S円一

2

E
己
門

g
D∞ロ
σ門
戸
(
ロ
ロ
巾

HHH・
ω巾(凶匂一「
g
n
n口
町
田

ιiけ
円

HCO由
旬
。
。

σ的
色
町
円
山
口
叩
円
。
区
田
宮

]O口
四
日
門
戸

R
D
0・
包
円
三
月
目
白
ロ
ロ
己
目
見
。
目
色
て
同

2
0吋
白
円
一
己

vo口
同

onx
官

同

巧

R
H
E
B
有

名

O印
日
付
己
門
戸
田
の

g
o
E
C印
有

名

C

岳
民
営
Z
H
r
σ
0円
O
M
M凶
由
。
了

ρ
巳
同
月
C
同
町
門
口

Z
B巾
H
a
s
-∞

。叩

00・)。

(

ア

)

其
処
に
は
、
今
や
(
ほ
ぽ
一
一
一

O
年
現
在
)
、

一
一
シ
リ
ン
グ
八
ペ
ン
ス
〔
の
地
代
収
入
〕
を
産
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
、
六
つ
の

売
唐
が
あ
る
(
〔
N
H
〕

i
g
g
z
g己
5
0含
門
目
白
日
円
。
仏
(
苫
D

H

M

内目的・

2
4門
戸
。
・
)
。

(

サ

)

〔
夫
れ
白
体
が
一
個
の
ど
H
σ
3
3山
号
、
を
な
せ
る
〕
ゴ
デ
ピ

l
テ
の
屋
敷
(
号
喝
さ
る
は
、
機
悔
王
時
代
〔
慣
習
的
貢
程
を
〕
免

除
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
今
(
ほ
ぽ
一
一
一

O
年
現
在
)
も
免
除
せ
ら
れ
て
い
る
。
而
し
て
蹴
悔
王
時
代
当
時
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
〔
王
の
〕
町
奉

行
ア
デ
ル
ウ
ォ
ル
ド
は
彼
の
両
親
に
対
し
、
彼
等
(
両
親
)
が
享
有
(
雪
印
、
は
む
る
せ
る
・
も
と
王
の
道
路
に
起
原
を
有
つ
所
の
三
戸
の
屋
敷

(
さ
ま
ど
ミ
)
を
与
え
た
が
、
今
や
こ
れ
ら
一
一
戸
の
屋
敷
(
さ

3
gミ
)
は
、
既
に
門
前
記
〕
ゴ
デ
ピ

l
デ
の
屋
敷
(
岳
言
。
に
収
用

(
3
R
'

内
定
』

U
Q
円
札
口
)
さ
れ
て
了
っ
て
い
る
。
而
し
て
修
道
僧
た
ち
の
屋
敷
包
む
さ
ど
る
に
合
め
ら
れ
て
い
る
当
該
コ
一
戸
の
屋
敷
(
さ
ま
H
h
E
)

を
「
痩
身
の
」

ロ
ジ
ャ
ア
(
河
口
喝
さ
h

h
九
円

S
る
が
保
有
し
、
〔
へ
ン
リ
一
世
の
ぜ
。

g
g
-凡
な
造
幣
人
に
同
定
さ
れ
る
〕
門
前
出
〕
ア
イ
ノ
ル
フ
が
二
戸
の
塵
敷

(
札
口
き
る
を
保
有
し
て
い
る
。

而
し
て
そ
の
(
ア
イ
ノ
ル
フ
の
保
有
に
係
わ
る
)
屋
敷
公
も
さ
ま
)
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
教
会
(
(
「
屠
殺
場
に
在



の
J

(
-
.，.;l-'J睡模型

F
醤

8
)
副
て

1ト
ロ
報
化

S
t.
Peter in

仰
cellis))

'--2竺
'
細
川
鍾
控
1
-
H
世
記

)1同
8
~羽
詰
.
.
!
.
j
斗
婦
や
γ
L
借
用

11
て

入
K
8
聖
区
間
宮

HIlI(開会1同
~1~定

J
事

1ごう眠時間-C，....)
P
~

(';(2¥主
8
'

11
や
Q
自
民
高
密

(eschamel)
込
ぎ
832

(preoccuatio)
年
\
J
~
ド
ト

P

Tノ:二時。
合生ノ小

J
干
ノ
-
l
f
<
玉
三
(
ト
ヤ
¥
売
れ

8
1
)
;
長
持
斗
嵯
」
二
時
E閣議員

):!:H
く
%
入

'"'-IK
ふ
=
ト
入
、
[
8
想
記
長
い
く
〕

ω
樹
、
と
や
:
ニ
の

([23J

D
o
m
u
s
 Godebiete fuit 

T.R.E. 
quieta，

 et m
o
d
o
 est 

quieta. 
E
t
 tunc 

t
e
m
p
o
r
e
 R.

E. 
A
d
e
l
w
o
l
d
u
s
 prepositus Wint' 

dedit parentibus suis d
e
 calle 

regis 
iii 

m
a
n
s
u
r
a
s
 quas hospitaverun

t. 
M
o
d
o
 h
e
 iii 

m
a
n
s
u
r
e
 preoccupate 

sunt 

in 
d
o
m
o
 Godebiete; 

et 
d
e
 his 

m
a
n
s
u
r
i
s
 q
u
a
e
 sunt occupate 

in 
d
o
m
o
 m
o
n
a
c
h
o
r
u
m
 ii 

m
a
n
s
u
r
a
s
 tenent 

R
o
g
e
r
u
s
 

siccus et 
Ainolfus i

 do
m
u
m
.
 E
t
 in 

aec
c1esia 

q
u
e
 pertinet d

o
m
u
i
 sunt 

preoccupate 
d
u
o
 eschamel q

u
a
e
 
errant 

in 
calle 

regis，
 et 
q
u
e
 u
n
a
q
u
a
q
u
e
 e

b
d
o
m
a
d
a
 
reddebant d

e
 consuetudine 

ii 
d.; et 

reddit 
vi 

lib. 
et 

xvi 
so
1.)。

(
砕
)

.
.
\
戸
、
「
入
，
入
争
~
8

 ~、
弐
亡
、
ト
号
、
+
i
i
'
錘
堕
叫
世
:
'
l
;
:
~
♂
王
子
ト
Q
~
区
間
ß
'

HIlI(日手ω
主
主
キ

Jl'(l
11正

Q
瑚
韻
込

j感
惚
J
ド
ニ
;
t
2
込
'
司
卜

今
(
竺
~
1
1
1
0

.lJ士宮~.J:i:l)く
h
ゃ
く
ー
ム

Gi同
~
8
'

，>.
1-¥ 
~
 亡、為-lf<平44みJ

~
惚，....)~ノ::;.

¥--" 
¥¥'-入

L
ト
ャ

h
弐
ω
盆
ニ
ド
，

[ト十-1
8
J
旨
蜘

!と;(2奇心斗士三('
\--'~税酬判手~l'(ll\'

8
結
1制

'
担
問
主
HI
l
I
(
日
記
剥
〔
ト
弐
亡
、
ト
そ
，

J
~
饗

LJZ主主，....)\--'ニl'(l。恒，....)\--'[矧1謡
幽
麟
8
J
l
封
阻
斗

竺
'
粗
ド
〔
鍾
堕
同

8
J
胆
ャ
ト
ヤ

K
斗
.
却
の
〔
ニ

v
('¥ 
-R 
G
J
世
程

(eshop)
込崎将。恒，....)\--'~

(~>. 
1-¥ 
~:::，，)~' 

~
~
監

'--21\'
8
瞳
闘

:fti
HIlI(日記

ω
事:J:;:，....)ドニ的。

陸
J

ド-lf<:;二(矧j謡
醐
離
〉
士
~

1
 0
ふ:::"入、

4く
て
入

K
[
8
型
記
長
門
く

J
-
w
個々

や
ニ
の

([27J
Aluricus 

d
e
 C

a
n
e
s
h
a
m
 tenuit 

i
 do

m
u
m
 T.R.E. 

r
e
d
d
e
n
t
e
m
 o

m
n
e
m
 consuetudinem. 

M
o
d
o
 tenet 

Goisfridus 
filius 

Here-

berti; 
s
i
m
i1
iter 

reddit 
consuetudinem per 

deprecationem prepositorum
，
 preter 

langabulum. 
Et abante 

[.…
..J 

escheopes 
q
u
e
 fuerunt E

d
d
e
 regine; et 

s
i
mi1

ter 
reddit 

consuetudinem; 
et 

reddit 
c

 et 
ix 

so
1. 

et 
vi 

d.)
。

(
パ
)

111
ゎ
G
'
"
入
K'<

ヘ
(St.

Paul，
 Te
m
p
l
e
r
s，

 St. 
Peter W

h
i
t
b
r
e
a
d，

 ~..!.jl11('\ G
鮮
側
←
)
8
趣

I
J
'

錘
堕
阿
世
ど
己
竺

モ
ト
瓢
結
悟
む
ヤ
入
、
ト
K
号
、
ベ

Jわ
か

rく
く
入
。
~
持
、
入
(
困
)

11101 



号
車
l騎{岳ち干入時、1'(号、..>Jわら

Tく
〈
入
。
l
'
.
与
、
入
〈
国
〕

111011 

料〈思
1
)車

会
C¥
+'J ¥主

8
1
 Ci 
8
1
岳
韓
(
m
e
r
c
a
t
u
m
)
込
〔
イ
ト
イ
斗
~
~

1
1
1
0
社
間
W
]
i[tE梢キ

J心
£
ド
ニ
l
{
l

O
.;;;(矧

j話-\E-~)
~
C
ふ
干

入
、
ト
代
、
(
~
t
Q
ニ
~
く
ャ
:
.
.
.
.
)
]
巡
摺
盤
似
樹
b
斗
〔
温
迫
J
h
l
糧
加
え

h
て
ー
占

8
+
1
型
(
一
布
詔
)
8
~
~
W

tQ
(C35]

A
p
u
d
t
r
e
s
 

m
o
n
a
s
t
e
r
i
o
s
 
a
l
l
e
v
a
t
u
m
 
est 

m
e
r
c
a
t
u
m
 
q
u
o
d
 
n
o
n
 
fuit 

ibi 
T
.
R
.
E
.
;
 
et 

est 
s
u
p
r
a
 t

e
r
r
a
m
 abbatis 

et 
H
e
r
b
e
r
t
i
 

c
a
m
e
r
a
r
i i.) 

0
 

トJ
~
必
♀
ニ
怖
く
ャ
-
1
'
(
ι
=
戸
、
?
占
8
f:i，古紙担論~lS:\~悶去三揮.c~l'(ð-'J

~J
心
8
'
~
民
団

(estall)
・
哩
模
型
宗
(eschamel)

・
坦
躍

(es

heoρ
〕・-¥E-容

(
m
e
r
c
a
t
u
m
)
8.

>
，
，
D
'
 

ffi理
挺
型
~
~
'
噌
~
漁
'
峠
王
立
千
ノ

E担
挺
￥
\
J
~
ト
Q
蝋
細
(
サ
・
:
l
t
十
・
ヨ
;
H
t
-'J S

:
、
.
c
士
蛍
〉
込
組
奇
心
斗

.$H豆
(ヨ)

þ
<
~
剖
出
Q
員会

1十
醤
E

判.;;;
\
-
-
"
争
当
J
:
:
'
.
矧
世
~J
8
-\E-:1名士l(l橿ロ!H露

間
饗
華
客
G
酬
臨
~
1

眠-w絵告さ__j\--，ニ
+'J..，_~8

心
髄

4ミ
4二時。

I\-'.;;;P~'
鑑
思
同
世
主
こ
ム
~
S
:
、

t
入
z

、
1
:
担
世
ギ
:
1
-
R
:
!
:
'
¥
-
-
"
掠
十

1
:
担
足
S
モ
ト
湘
~
~
ニ
J
掠
十

11
単
~
8
尽

i総
'
か
ヤ
入
ホ
1
'
(
~
8

結
怪
回

G
垣千

J
+
U
'
臨
G
担
ニ
・
ム
{
，
J
:
:
'
.
也
ニ
相
1僻

斗
兵
士
t
Q

'
m
e
r
c
h
a
n
t
'一一-1¥-'

8
小
松
己
曜
~
\
-
-
'
同
昔
日
必

craftsman-trader
ω
の

よJ
心

~J
t0
8
一
一
-
8
~
互
譲
'
程
8
:
-
<
社
弐
~
+
6
招
~
必

4ヰl'(ð
P
~

t(、小
4ho

(
雪
)

R. H. M
.
 D

olley
，
 ed.
，
 A
η
glo-Saxon Coins; 

Studies presented 
to 

F. 
M
.
 Stenton 

on the 
occasion 

of his 
80th birthday 

(
L
o
n
d
o
n
，
 1961)， 

p. 
87，

 Plate 
IX，

 17. 
C
f. 

F
r
a
n
k
 B
a
r
l
o
w
，
 Ma
r
t
i
n
 Biddle，

 O1of 
v
o
n
 F

ei1itzen 
&

 
D. 

J. 
K
e
e
n
e
 with con-

tributions 
b
y
 T. J. 

B
r
o
w
n
，
 H. M

.
 N
i
x
o
n
 &

 Francis W
o
r
m
a
l
d
，
 Winchester Studies ・

1:
Wincheste

γ
in 

the 
Early Middle 

A
g
e
s
，・A

n
Edition 

and 
Discussion 

of the 
Winton D

o
m
e
s
d
a
y，

 ed. 
b
y
 M
a
r
t
i
n
 Biddle 

(Oxford
，

 1976)
，

 p. 
396. 

(
邑
)

M
i
c
h
ae
l D

o
l1
e
y
，

 Anglo-Saxo
舟
Pennies

(
L
o
n
d
o
n
，
 1964)

，
 pp. 

17 f. 

(
ヨ
)

Charles 
P
l
u
m
m
e
r
，

 ed.
，

 Tw
o
 of the 

Saxon 
Chronicles 

P
a
叩
llel

(2 
vols.

，
 Ox
f
o
r
d，

 1892-99)
，
 I，
 63
，
 67; 

Whitelock，
 

Douglas &
 T
u
c
k
e
r
，

 eds.
，

 Th
e
 Anglo-Saxon 

Chronicle，
 A
 Revised 

T~γanslation (
L
o
n
d
o
n
，
 1961)， 

pp. 
42，

 45. 

(
自
)

P
l
u
m
m
e
r，

 ed.
，

 op. 
cit.

，
 1，

 74 f. 
;

 Whitelock
，
 Douglas &

 T
u
c
k
e
r
，
 eds.

，
 op. 

cit.
，
 pp
.
4
9
 f.; 

W
il1i

a
m
 H
e
n
r
y
 Steven-

son
，

 ed.
，

 Asser's 
Life 

of K
i
n
g
 Alfred (Oxford，

 1904; Reprinted，
 1959)

，
 Cap. 

52-56(pp. 
40-47); J. 

A. 
Giles. 

ed.
，
 Six 



Old 
English 

Chronicles 
(
L
o
n
d
o
n
，
 1896)[Bohn's Antiquarian 

Li
b
r
a
r
y
]
，

 pp. 
59-63; 

J
o
h
n
 W

.
 E
d
w
a
r
d
 C
o
n
y
b
e
a
r
e
，
 Alfred 

in 
the 

Chroniclers (
L
o
n
d
o
n
，
 1900)

，
 pp. 

97-100; 
F. 

M
.
 Stenton

，
 Anglo-Saxo

拍
E
n
g
l
a
n
d

(
O
x
f
o
r
d
，

 1943; 
3
 rd eヨn.

，
1971)

，
 

pp. 255 ff.; 
R. H. 

H
o
d
g
k
i
n
，
 A
 History 

of the 
Anglo-Saxo

拍
s
(2 vols.

，
 Ox
f
o
r
d，

 1935; 
3
 rd edn.

，
 1952)

，
 n，

 559-72 &
 m
a
p
 

facing 
p. 

563; 
Eleanor Duckett ，

 Alfred 
the 

Great 
a
n
d
 his 

E
n
g
l
a
n
d
 
(
L
o
n
d
o
n
，

 1957)
，

 pp. 
69-78; 

G. 
W
.
 Kitchin

，
 防弓

r

chester 
(
L
o
n
d
o
n
，
 1850; 

5
 th 

edn.
，
 1897)

，
 p.13. 

〈
宮
)

-1キ総~
1
1
l
十
回
講
削
機
因
I
I
]
r
ゾ
〈
同
-
1
く
困
'
ぬ
度
。

(
さ
)

Cf. 
Stenton

，
 op，

α
t.
，

 pp.269-76; H
o
d
g
k
i
n
，

 op.
α
t.
，

 
n
，

 608
事31;

Duckett，
 op. 

cit.
，

 pp. 
98-115，

 127-64; 
Kitchin

，
 op. 

cit.，
 pp. 

14 ff. 

(
自
)

Biddle，
 ed、，

op. 
cit.

，
 p. 
396. 

(
吉
)

J. 
J. 

N
o
r
t
h
，
 English 

H
a
m
m
e
r
e
d
 Coinage，

 Vo1. 
I: 

Early A
n
g
l
o
-
S
a
x
o
n
 to 

H
e
n
γy

 III，
 c. 

6
5
0
-
1
2
7
2
 (
L
o
n
d
o
n
，

 1963)
，

 

pp. 
93 

f.; 
C. 

E. 
Blunt

，‘
T
h
e
 Coinage of 

Athelstan
，

 924-939: 
A
 Survey'

，
 British 

N
u
m
i
s
m
a
t
i
c
 Journal，

 Vo1. 
xlii (1

974)
，

 

p
p
.
3
5
-
1
6
0
-
c
i
t
巴d

b
y
 Biddle，

 ibid. 
~
.
;
c
'
巡
制
8
~
里
村

1)
わ
二
\
-
'
~
'
部
為

lII...ベ
1
!l::{.'1誕の

=
"
0
干
ペ
ト
:
長
崎
が
一
一
「
阻
昭
綴

燦
謀
総
」
総

1
111 
<殺

JlJlfi
111 
II]rゾ

1
0
同
一
〈
限
。

(
E
)
 
Biddle，吋.，

op. 
cit.

，
 p. 
396. 

(
宮
)

+
寺
市
主
総
111+

国
報

J~忠
臣

nþ'
<
長
岡
，

~
和
盤
。

(
雪
)

Biddle，
 ed.
，

 ibid. 

(
邑
)

M
i
c
h
a
e
l
 Dolley

，
 Th
e
 N

o
r
m
a
n
 Conquest 

a
n
d
 the 

English 
Coinage (

L
o
n
d
o
n
，

 1966)，
 pp. 

11
妊
.

~
~
'
 
I将
司
f
1
~
m
{
G
現段

鈴
-<J

.'1
(
i
ニ
ド
竺
'
*
松
緑
川
4一

因
物
総

grnt'
1
0
平)ffiJ('組(Oo)総匹。

(
~
)
 

H. 
Bertil 

A. 
Fet

巴rsson
，
Anglo-Saxon 

C
u
γγ
ency; K

i
n
g
 E

d
g
a〆

s
R
e
f
o
r
m
 to 

the 
N
o
r
m
a
n
 Conquest (

L
u
n
d
，

 1969)
，

 pp. 

140 
f.; 

T
a
b
l
e
s
 42(p. 

240 f.) 
&

 43(p. 
242 

f.) 

(
呂
)

G. 
C. 

Brooke，
 A
 Catalogue of English 

Coins 
in 

the 
B
γ
itish 

M
u
s
e
u
m
;
 
T
h
e
 N

o
r
m
a
n
 K
i
n
g
s
 (2 vols.

，
 Lo
n
d
o
n
，
 1916)

，
 

c1
xxxviii

一一一
Biddle，

ed.
，
 op. 

cit.
，

 p. 
397

，
 note 

3. 

(
宮
〉

醤
G
~
持図.'1:::li:(-lド~'

1
~
~
~

，:ï'Kì\--，，，-"，，，れJ
G

lJlfi1
 ~や
主
張
川
十
長
線

LJIE47母
:
長
持
D
'
I
陸

J
ド
む
ヤ
入
ト

tく
号
、
.
'
1
ド
〔
て
ャ
以
入
、

岳
製
橋
怪
~
ヤ
入
時
、
K

骨、、.，>Jがか
Tく
く
入
、
号
、
入
(
国
〉

1110111 



モ
ト
単
縫
十
岳
-
T
-
ヤ
入
、
ト
t
<
身
、
.
.
1
J
中
、
か
t
<
(
入
、
崎
、
入

(
国
)

1110
国

t<
ι

-Þ-~
4
手
8
]
国
-
<
8
結
悟
対
緑
区

(s叫
burbanus)'

:i!l:!骨
lf
拍
手
目
印
た

ω
事，;，;J>Q悶:!::!，....)初心的(ア

In
Wincestre iiii 

suburbani reddeb-

ant xiii 
solidos 

u
n
a
m
 
d
e
n
a
r
i
u
m
 
m
i
n
u
s
.
)
..1J-!G>Q。陸，....)\--'窓会的司何世

Q
結jE--Þ-"'"入、トt<時"..1J:JnI~

8
 ffig:Fヨ

出
国
.
.
1
J
8
:霊

法
LJi

医
ニ
ド

竺
，

{:6;，I;;' 
F. W

.
 Maitland，

 Do
m
e
s
d
a
y
 B
o
o
k
 a
n
d
 B
e
y
o
n
d
 (
C
a
m
b
r
i
d
g
e，

 1897)
，
 p. 
180; H. C. 

D
a
r
b
y
 &

 Eila M
.
 J. 

Campbell，
 

eds.
，

 Th
e
 D
o
m
e
s
d
a
y
 G

e
o
g
γa
P
h
y
 of South-East E

n
g
l
a
n
d
 
(
C
a
m
b
r
i
d
g
e，

 1962)
，
 pp. 

353 
f.

排
ぬ
匹
。

(呂〉
終

結
球
111+

ト再検
1線

l1o!t>'
1

 <
長
岡
'
ぬ
匹
。

(
~
)
 
Biddle，

 ed.
，

 op. 
cit.，

 pp. 
403-7，

 
T
a
b
l
e
 35，36; pp. 

410-12，
 

T
a
b
l
e
 39，40. 

(吉
)

lbid.
，

 pp. 
397-400; Fig. 

22(p. 
420). 

(告
)

lbid.
，
 Chap. 

H
，
 3. 
B
y
n
a
m
e
s，

 ii. 
Occupational b

y
n
a
m
e
s，

 p. 
20

1， 
s.υ. 

cangeor. 
思，....)'

¥>' 
¥1 

r¥ 
t
<
~
=
ヘ
ト
ム

P:!::!
‘gan-

geo〆..1J-!G>Q置。

(
宮
)

C
f. 

lbid.
，
 pp. 

402 
f
.
;
諜
榊
『
干
入
、
小
入
L
尽
寂
製
惚
も
<
8
組
~
m
置
~
(
ヨ
ミ
迫
握
手
;
;
!
'

1
 -K
~
<
社
)
'

1
 1く
0
'

1
 ~ 1

 ¥ITI(。

(
宮
)

C
f. 

Biddle，
 ed.
，
 op. 

cit.
，
 pp. 

405 
ff. 

(
宝
)

Cf. 
Ibid.

，
 p. 
65，

 
C256]note 

2. 

(
ヨ
)

1
桜
.
'
1
判
官

Q
ャ
入
、
=
"
入
叶
.
'
1

;，I;;~ご>Q<$:(怖
8

+t1I!!Þ1W長
8
1

Çì-
~
~
8
騒
義
組
制

ffiilJ!!!:8
+t1-K!的課程幾:!::!'~吋

D
.，.;J:!g'Y-潔宇~~区

Q
理~;lcl$:~..1Jがの司王〈ξ

事事
(1
H
ぷ
m
:
・
i
'
l
・
:
#
~
事
・
規
制
・
製
・
援
却
1
þ
々
)
p

今~
(\-K!i己

'
者
手
ニ
ヤ
際
・
紘
哩
・
嶋
監
~
:
t
会
Q
苦E販

P
:竺
'
屋
重
苦
E
為

線
j
や
+
♀
(
¥
"-2

0
 C

f. 
S
u
s
a
n
 E
m
i
l
y
 M
e
h
r
t
e
n
s，

 Co
m
m
e
γ
ce 

a
n
d
 Productivity 

in 
E
n
g
l
a
n
d
，
 97
3
-
1
0
8
6，

 Unpublished 
Doctoral 

Di
ssertation 

presented 
to 

Yale University，
 1973 

(produced b
y
 microfilm

つ
cerography，

University 
Microfilms Interna-

tional ，
 An
n
 A
r
b
o
r，

 Mi
c
h
i
g
a
n
，

 U.S.
A.， 

1980)
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 pp. 

22
妊.，
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(

メ

)

而
し
て
〔
前
条
項
に
記
載
せ
ら
れ
た
屋
敷
の
〕
近
く
に
、
〔
横
悔
王
時
代
〕
、

(
国
)

グ
ニ
フ
ト
た
ち
が
彼
等
の
ギ
ル
ド
也
記
を
祝
っ
て

乾
杯
す
る
習
わ
し
で
あ
っ
た
所
の
、
ク
ニ
フ
ト
た
ち
の
集
会
所
(
町
宮
ミ
ミ
S
Q
N
N
Q
)

が
在
っ
た
、
彼
等
は
夫
れ
を
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
よ
り
〔
許

さ
れ
て
〕
自
由
に
(
|
何
ら
給
付
の
義
務
を
負
う
こ
と
な
し
に
)
保
有
し
て
い
た
、
今
や
(
ほ
ぼ
一
一
一

O
年
現
在
)
ゴ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
1
プ
リ
ズ

ン
と
ゴ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
l

グ
リ
イ
ン
の
息
子
と
が
夫
れ
を
保
有
し
て
い
る
、
而
し
て
彼
等
は
、
夫
れ
に
就
い
て
王
(
へ
ン
リ
一
世
王
)
に
、

彼
等
が
有
す
る
所
の
彼
(
王
)
の
権
限
授
与
書
(
守
き
る
に
依
る
〔
彼
等
の
保
有
権
の
〕
保
誼
雪
白
ミ
室
内
尽
き
)
を
要
求
(
円
円
尽
き
ろ
し
て
い
る
、
.

(
〔

H
O〕

盟
百
戸
内
Hozua回同
Z
X
円
F
g
-円
Z
E
-
-
P
ロ
E
n
v
g
-
2
2
H
)
c
g
g
己
m
t
E回
目
的
E
F
2
E
B
-
-ヴ
叩
吋
白
な
S
E
D
H
門回申

諸
問
。
開
仏
当
白
E
0・
出
o
a
o
g
s
z
s
Dけ
の
。

(
Z
5
5】

VH1H由。ロ

Z
C
O仏当日ロロ
ω
の円。ロ凹由。ロ
0・
OHn]mwB位
三
月
間
白
B

S
仏
σ
包
司
同

E
E

沼町吋

07何回

σ吋巾
4
0
A
C
O仏
げ
回
ず
ゆ
ロ
ご
:
:
:
)

(

ミ

〉

グ
ニ
フ
ト
た
ち
は
〔
機
悔
玉
時
代
〕
、

エ
ド
ワ
ァ
ド
王
よ
り
〔
許
さ
れ
て
〕
グ
ニ
フ
ト
た
ち
の
集
会
所
を
自
由
に
保
有
し
て
い
た
、

今
や
(
ほ
ぼ
一
一
一

O
年
現
在
)
シ
エ
ロ
ル
ド
〔
ド
ゥ
l

ル
ウ
マ

l
ル
〕
の
息
子
の
ロ
ジ
ェ

l
が
夫
れ
を
保
有
し
て
い
る
、
。
:
(
日
仏
〕

。
yo口円円円。回

HOD叩
σ田
口
刊
日
目
円
}HO百
円
片
山
町
山
口
山
口
σ叩吋
O
Q
m
w
H叩
問
。
関
門
目
当
mH円。。
.γ
向。門目。円。ロ
OHHNO問
。
門
口
問
岱
ロ
ロ
目
。
21OEr--::)。

右
の
二
つ
の
記
載
条
項
に
お
け
る
、
恐
ら
く
十
中
八
九
別
個
の
存
在
た
る
に
相
違
な
い
と
こ
ろ
の
、
二
つ
の
忌
き
凡
な
E

E
に
就
い
て

(
凶
)

は
、
従
来
、
甲
論
乙
駁
、
そ
の
性
格
に
関
し
て
論
議
の
喧
し
い
と
と
ろ
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
此
の
市
に
於
け
る
商
人
ギ
ル
ド
が
そ
の
も
の
と
し
て
明
示
的
に
陳
述
史
料
の
う
え
に
現
わ
れ
る
の
は
、

一
一
五
五
年
七
月

七
日
l
九
月
廿
九
日
の
聞
の
何
時
か
か
、
さ
も
な
く
ば
凡
そ
一
一
五
八
年
の
二
月
!
三
月
の
間
の
何
時
か
、
プ
ラ
ン
タ
デ
ニ
ト
朝
初
代
の

へ
ン
リ
二
世
が
、
ゥ
ィ
ル
ト
シ
ァ
州
の
ソ

l
ル
ズ
ベ
リ

ω巳
芯
ロ
ミ
滞
在
中
に
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
都
市
民
に
与
え
た
所
の
一
つ
の
チ
ャ

i
タ

に
於
て
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

い
ま
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
プ
タ
ン
ハ
四
)
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O
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中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
四
)

O
六

(
I
)
 
「
イ
ン
グ
リ
シ
ュ
の
王
に
し
て
、

ノ
ル
マ
ン
人
な
ら
び
に
ア
キ
テ

l
ヌ

〉

D
E
S
E
O
び
と
の
公
、

ア
ン
ヂ
ュ

i
〉
ロ
す
ロ
び
と

の
伯
た
る
と
こ
ろ
の
へ
ン
リ
は
、
大
司
教
た
ち
、
司
教
た
ち
、
修
道
院
長
た
ち
、
伯
た
ち
、
州
奉
行
た
ち
に
対
し
、
又
フ
レ
ン
チ
・
イ
ン

グ
リ
シ
ュ
双
方
の
す
べ
て
の
彼
の
臣
下
た
る
者
た
ち
に
対
し
、
更
に
は
又
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
全
土
に
亘
る
、
そ
の
有
ら
ゆ
る
海
港
に
在
る
所

の
彼
の
従
者
た
る
も
の
た
ち
に
対
し
て
、
愛
に
挨
拶
を
送
る
。
朕
は
、
商
人
ギ
ル
ド
(
也
記
白
さ
雫
S
Hロ
司
、
尽
き
)
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
、
朕
の

ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
都
市
民
た
ち
が
、
彼
等
の
一
切
の
財
産
と
も
ど
も
、
す
べ
て
の
使
用
料
Q
音
色
き
さ
さ
)
、

通
行
料
♀
E
M
Q
也
尽
き
)
、
慣

習
諸
貢
租
を
免
除
せ
ら
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
。
市
し
て
な
に
び
と
も
、
是
れ
に
関
し
彼
等
の
平
和
を
乱
し
、
或
い
は
彼
等
に
危
害
ま
た
は

侮
辱
を
加
へ
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
、
い
ま
若
し
是
れ
に
違
背
せ
ん
か
、
朕
の
手
に
帰
せ
ら
る
べ
き
財
産
没
収
の
刑
に
処
せ
ら
る
る
こ
と

と
な
る
べ
し
。
右
誼
人
、
大
法
官
ト
マ
ス
〔
l

ベ
ケ
ッ
ト
〕
、
〔
コ

l
ン
ワ
ル
〕
伯
〔
た
る
へ
ン
リ
一
世
の
庶
子
〕
レ
ヂ
ヌ
ル
ド
、
グ
ロ
ス
タ
伯

〔
ウ
ィ
リ
ア
ム
〕
、
〔
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
の
〕
保
安
長
官
リ
チ
ャ
ド
1

オ
ヴ
l

ル
l

オ
メ
ェ
、
式
部
官
ウ
ォ

l
リ
ン
の
息
子
ジ
エ
ロ
ル
ド
、
ア
イ

モ
l
の
息
子
ウ
ィ
リ
ア
ム
、
デ
ョ
ス
リ
ン
l

ド
ゥ
l

ベ
イ
リ
ア
ル
。
於
ソ

l
ル
ズ
ベ
リ
。
」
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5
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8
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Z
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g
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B
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E
0・
n。
B
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見
ら
る
る
如
く
、

此
の
チ
ャ

l
タ
の
対
象
と
せ
る
所
の
も
の
は
、

一
義
的
に
明
瞭
に
、

「
商
人
ギ
ル
ド
に
属
す
る
所
の
、
朕
(
へ
ン
リ
)

の
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
都
市
民
た
ち
(
円
3
8
喜
一
ヨ
ミ
ロ
ミ
S
M時
三
出
向
忠
ミ
hHsqSHD可
尽
き
)
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

d、、

ン

り
に
は
、
是
れ
と
は
又
別
に
、
ハ
ア
パ
ー
ト
に
依
っ
て
同
じ
頃
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
市
に
交
附
せ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
〔
註
(
凶
)
参
看
〕
、
い
ま
一
つ

の
チ
ャ

l
タ
が
あ
っ
て
、
夫
れ
に
は
い
ま
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

〔

E
〕

「
ィ
ン
グ
リ
シ
ュ
の
王
に
し
て
、

ノ
ル
マ
ン
人
な
ら
び
に
ア
キ
テ

l
ヌ
び
と
の
公
、

ア
ン
ヂ
ュ

l
び
と
の
伯
た
る
と
こ
ろ
の
へ

ン
リ
は
、
大
司
教
た
ち
、
司
教
た
ち
、
修
道
院
長
た
ち
、
伯
た
ち
、
バ
ロ
ン
た
ち
、
〔
地
方
〕
裁
判
官
た
ち
、
州
太
守
た
ち
並
び
に
彼
の
す

べ
て
の
臣
下
た
る
も
の
た
ち
に
対
し
て
、
愛
に
挨
拶
を
送
る
。
朕
が
、
朕
の
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
都
市
民
た
ち
に
対
し
、
彼
等
が
朕
の
〔
外
〕

祖
父
へ
ン
リ
〔
一
世
〕
王
の
御
代
に
有
せ
し
一
切
の
諸
特
権
(
目
見
守
ミ
定
問
。
並
び
に
慣
習
諸
貢
租
〔
免
除
の
権
利
〕
を
、
既
に
賦
与
し
居
る
こ
と

を
心
得
よ
。
而
し
て
、
朕
は
、
彼
等
が
彼
等
の
有
ら
ゆ
る
譲
受
け
地

(
Q
S
E
)並
び
に
譲
渡
抵
当
(
ミ
九
段
)
、
彼
等
の
〔
有
ら
ゆ
る
〕
保
有
地

(NS-ssgE)を
、
曽
て
彼
等
が
へ
ン
リ
王
の
御
代
に
最
も
良
く
保
有
(
芯
苦
言
)
し
た
る
が
如
く
自
由
に
、
安
穏
に
、
誉
れ
高
く

(
E
g平

」
叫
門
司
)
、
当
市
の
慣
習
に
徒
ひ
て
(
臼
町
内
ど
誌
を
さ

g
g足
立
&
ミ
ミ
ミ

ξ
E
S所
持
(
F
S
寄
る
し
、
保
有
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
。

市
し
て
、
ぃ

ま
若
し
何
ら
か
の
慣
習
諸
貢
租
に
し
て
不
当
に
も
戦
争
定
ミ
ミ
ミ
)
〔
|
|
l
へ
ン
リ
一
世
裂
後
の
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン

ω
g
z
g守
・
ロ

ω
m
l
E
)

時
代
の
内
乱
〕
中
に
徴
せ
ら
れ
居
ら
ん
か
、
夫
れ
ら
〔
慣
習
諸
貢
租
〕
は
無
効
た
る
べ
し
。
而
し
て
、
そ
の
諸
々
の
商
品
(
§
ミ
S
S伺
)
を
携

い
づ
ζ

へ
上
記
の
市
(
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
)
を
訪
れ
ん
と
す
る
如
何
な
る
者
も
、
彼
等
が
何
処
の
土
地

Q
Rど
ろ
よ
り
〔
出
で
た
る
〕
に
も
せ
よ
、
他
郷
人

(
町
民
言
語
ど
る
た
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
公
正
な
る
慣
習
諸
貢
租
を
納
め
た
る
う
へ
は
、
彼
等
は
、
朕
の
安
ら
か
な
る
平
和
の
裡
に
(
|
|

朕
の
平
和
に
守
ら
れ
て
)
(
言
的

QNS
宮
内
向
さ
る
、
来
り
、
留
ま
り
、

立
ち
去
る
こ
と
を
得
べ
し
。
而
し
て
、

な
に
び
と
も
此
の
朕
が
特

許
状

(
S司、H
Q
)

を
無
視
し
て
彼
等
〔
の
権
利
〕
を
不
法
に
侵
害
す
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
。
し
か
し
て
、
朕
は
、
前
記
の
都
市
民
た
ち
が
、
朕

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
ハ
四
)
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 (Henricus 
R
e
x
 
Angli

巴
et

D
u
x
 

N
o
r
m
a
n
n
i
e
 et 

Aquitanie 
et 

C
o
m
e
s
 
A
n
d
e
g
a
v
i
e
 
archiepiscopis，

 episcopis，
 abbatibus，

 comitibus，
 baronibus，

 

iusticiariis，
 vicecomitibus 

et 
o
m
n
i
b
u
s
 
fidelibus 

suis 
Francis 

et 
Anglis，

 salutem. 
Sciatis 

m
e
 
concessisse 

ciuibus 
m
e
i
s
 Wintoni[aJe o

m
n
e
s
 libertates 

et 
consuetudines quas ipsi 

habuerunt t
e
m
p
o
r
巴
Regis

Henrici 
aui 

m
ei. 

Et 
precipio 

q
u
o
d
 habeant et 

teneant 
o
m
n
i
a
 acata 

et 
vadia 

sua et 
tenementa 

sua 
s
e
c
u
n
d
u
m
 
consuetu-

d
i
n
e
m
 ciuitatis 

ita 
libere 

et 
quiete 

et 
honorifice 

sicut 
u
n
q
u
a
m
 melius tenuerunt tempore regis 

Henrici. 
E
t
 

si 
alique 

consuetudines 
iniuste 

leuat
巴
sunt

in 
gwerra

，
 cassate 

sin
t. 

E
t
 quicunqu

巴
petierint

ciuitatem 
illam 

c
u
m
 m
e
r
c
a
t
u
 suo

，
 de 

q
u
o
c
u
n
q
u
e
 loco 

sint
，
 siue 

extranei 
siue 

alii
，
 ueniant，

 mo
r
e
n
t
u
r
 et 

recedant 
in 

salua 

pace 
m
e
a
 reddendo rectas 

consuetudines. 
Et 

n
e
m
o
 eos 

iniuste disturbet super h
a
n
c
 c
a
r
t
a
m
 m
e
a
m
.
 E
t
 volo 

et 

precipio 
q
u
o
d
 pyedicti 

ciues m
e
a
m
 f
i
r
m
a
m
 p
a
c
e
m
 iuste 

habeant. 
Testibus T

o
m
a
 Cancellario，

 Willelmo fratre 

Regis，
 Reginaldo 

Comite 
Cornubie

，
 Willelmo Comite Gloecestrie，

 Ricardo 
de 

H
u
m
e
t
i
s
 Constabulario，

 Wa
r
i
n
o
 

(145) 
filio 

Geroldi 
Camerario，

 Willelmo filio 
H
a
m
o
n
i
s
，
 

Jocelino de Baillolo，
 Johanne Marescallo. 
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ク
ニ
フ
ト
た
ち
の
ギ
ル
ド

h
む
九
と
、

へ
ン
リ
二
世
の
チ
ャ

l
タ〔
I
〕
に
現
わ
れ
た
当
時
の
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
都
市
民
た
ち
が
属
せ
る
所

の
商
人
ギ
ル
ド
と
の
あ
い
だ
に
は
、
屡
々
、
歴
史
発
展
の
う
え
で
其
処
に
明
ら
か
な
る
「
断
絶
」
が
認
め
ら
れ
る
と
せ
ら
れ
、
グ
ロ
ス
以
来

一
部
の
研
究
者
た
ち
に
依
っ
て
、
前
者
は
社
交
的
な
い
し
宗
教
的
組
織
、
夫
れ
に
対
し
て
後
者
は
商
業
的
"
産
業
的
組
織
で
あ
る
、
と
、

裁
然
区
別
し
て
考
え
ら
れ
来
っ
た
の
で
あ
る
。

併
し
な
が
ら
、
い
ま
、

へ
ン
リ
二
世
の
チ
ャ

l
タ〔
I
〕
を
同
じ
王
の
チ
ャ

i
タ〔
E
〕
に
関
連
づ
け
て
見
た
場
合
、
〔
I
〕
に
於
て
へ
ン
リ

が
商
人
ギ
ル
ド
に
属
す
る
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
都
市
民
た
ち
に
対
し
認
め
た
る
、
彼
等
自
身
な
ら
び
に
彼
等
の
所
有
に
関
わ
る
と
こ
ろ
の
特

権、

1
1
l使
用
料
公

o-c
・
通
行
料

Q
E
E四
σ)
・
慣
習
的
諸
貢
租
(
円
5
8
5田
)
免
除
の
特
権
は
、

〔
E
〕
に
於
て
へ
ン
リ
が
ウ
イ
ン
チ
ス
タ

の
都
市
民
た
ち
に
対
し
認
め
た
る
、
諸
特
権

2
Z
E
2
)
・
慣
習
的
諸
貢
租
の
免
除
権
、

彼
等
の
一
切
の
譲
受
け
地

Q
5
n
F
g
g
)
・
譲

渡
抵
当
(
B
O
ユ
官
官
的
)
・
保
有
地
の
自
由
保
有
権
と
、

そ
の
実
質
内
容
に
於
て
何
ら
抵
触
す
る
所
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
際
注
目
せ
ら
る
べ
き
は
、
〔
E
〕
に
於
て
へ
ン
リ
二
世
が
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
都
市
民
た
ち
に
対
し
て
認
め
た
る
と
こ
ろ
の

諸
特
権
と
云
う
の
が
、
そ
も
そ
も
、

へ
ン
リ
の
外
祖
父
に
あ
た
る
、
す
な
わ
ち
彼
の
父
ア
ン
デ
ュ

l
伯
ジ
ェ
プ
ロ
ア
と
、
そ
の
前
夫
神
聖

ロ
ー
マ
皇
帝
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
五
世
田
色
白
吋
山
口
『
〈
(
吋
-
M
H
O

∞
I
N日
)
の
残
後
に
再
婚
せ
る
と
こ
ろ
の
、
彼
の
母
マ
テ
イ
ル
ダ
の
父
た
る
、
ノ

ル
マ
ン
朝
最
後
の
王
へ
ン
リ
一
世
の
ま
さ
に
認
め
た
る
所
の
其
の
も
の
、

|
|
l
「
彼
等
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
都
市
民
た
ち
が
朕
の
祖
父
へ
ン

リ
王
の
御
世
に
有
せ
し
」
と
こ
ろ
の
其
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
云
う
一
事
で
あ
る
。

斯
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
今
や
、

斯
か
る
諸
特
権
を
有

す
る
と
こ
ろ
の
へ
ン
リ
二
世
治
下
の
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
都
市
民
た
ち
の
組
織
せ
る
商
人
ギ
ル
ド
(
包
を
さ
『
円
ね
な
さ
さ
)
は
既
に
早
く
へ
ン

リ
一
世
の
時
代
に
号

¥
Q町
内
巴
に
存
在
し
て
い
た
と
論
理
必
然
的
に
推
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、

斯
か
る
へ
ン
リ
一
世
治
下
に

お
け
る
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
商
人
ギ
ル
ド
こ
そ
は
、
ま
た
、
い
ま
「
征
服
」
以
前
慣
悔
王
時
代
に
此
の
市
の
ク
ニ
フ
ト
た
ち
が
組
織
せ
る
と
こ

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
四
)

三
O
九



中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
四
)

三一

O

ろ
の
ギ
ル
ド
也
ミ
を
以
て
押
々
其
の
先
縦
と
な
す
も
の
に
他
な
ら
ぬ
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ωロ
ミ
ミ
-
H

に
現
わ
れ
る
、
蟻
悔
王
時
代
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
に
ギ
ル
ド
を
結
成
せ
る
と
こ
ろ
の
グ
ニ
フ
ト
た
ち
の
実
体
は
、

(
凶
)

こ
の
場
合
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
夙
に
ス
タ
ブ
ズ
の
指
摘
せ
る
所
で
あ
る
が
、
へ
ン
リ
二
世
の
チ
ャ

l
タ〔
I
〕
に
お
け
る
「
商

も
と
よ
り
、

人
ギ
ル
ド
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
朕
の
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
都
市
民
た
ち
」

(
2
5
ミ
ミ
司
宮
内
ロ
尽
き
認
句
号

h
W
N
E
ミ司
1
S
E
E
3
)
と
、
チ
ャ

ー
タ
〔
E
〕
に
お
け
る
「
朕
の
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
都
市
民
た
ち
」
(
円
芯

8
5
三
司
な
司
宮
内
巴
ミ
〔
Q

〕
ろ
と
が
、
果
し
て
能
く
そ
の
概
念
の
外
延
に

於
て
一
致
す
る
や
否
や
も
一
往
疑
問
の
余
地
有
り
と
せ
ら
れ
よ
う
。

然
し
な
が
ら
、
い
ま
夫
れ
に
も
拘
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
愛
に
、

ω日

gu--
の
成
立
を
見
た
る
ほ
ぼ
一
一
一

O
年
当
時
、
斯
く
の
ζ
と
き

グ
ニ
フ
ト
た
ち
の
ギ
ル
ド
は
、
独
り
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
た
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
、
と
云
う
事
実
に
も
着
日
し
な
い

訣
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

(
凶
)

今
日
な
お
「
キ
ヤ
ン
タ
ベ
リ
に
関
す
る
最
も
入
念
な
る
歴
史
記
述
」
と
し
て
汗
価
せ
ら
れ
る
、
第
十
七
世
紀
キ
ヤ
ン
グ
ベ
リ
に
出
た
岡
市

大
聖
堂
の
古
文
書
保
管
人
ウ
ィ
リ
ア
ム
サ
ム
ナ
ア
ヨ
巳
E
S
ω
O
Bロ巾円
(
5
2
i
g
)が
子
に
成
る
と
こ
ろ
の
故
実
京
的
‘
著
作

F
hミ
千

自
足

NHNS
矢
口
ぎ
な
ユ
ミ
い
τ
J
n
g
H
0
5
5
ω
1
4
5ち
〔
筆
者
未
見
〕
は
、
第
十
八
世
紀
初
〈
一
七

O
三
)
二
部
に
分
け
ら
れ
円
版
せ
ら
れ
た
が
、

グ
ロ
ス
は
其
の
第
一
部
一
七
九
ペ
イ
デ
よ
り
、
周
知
の
彼
の
主
著
『
ギ
ル
ド
マ

l
チ
ャ
ン
ト
』
中
に
次
の
ご
と
き
オ
ウ
ル
ド

f
ン
グ
リ

シ
ュ
で
書
か
れ
た
一
つ
の
古
文
書
を
引
用
し
て
い
る
。

「
こ
は
〔
キ
ヤ
ン
夕
、
へ
リ
の
〕
ク
ラ
イ
ス
ト
l

チ
ャ
ー
チ
の
、
修
道
僧
団
♀
ミ

δ
と
、
商
人
ギ
ル
ド
(
円
も
さ
さ
町
内

NSの
(
|
i商
人
ギ

ル
ド
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
)
・
キ
ヤ
ン
タ
ベ
リ
の
グ
ニ
フ
ト
た
ち

(SHENS
室
内
言
言
号
怠
町
三
巴
と
の
間
に
於
け
る
〔
不
動
産
に
関
す
る
〕

交
換
〔
文
書
〕
な
り
。
当
該
商
人
ギ
ル
ド
の
団
体
(
君
主
)
は
、
パ
ア
ゲ
イ
ト
回
日
何
回
円
。
の
内
な
る
八
戸
の
屋
敷

(
E
h
Q
)
を、

彼
等
(
グ
ニ
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中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
プ
タ
ン
〈
四
〉

一一一一一

吋
n
gロ
g
ー円四のとロ叩即日

HVO立
問
。
吋
丘
担
問
ロ
円
四
習
時
富
山
田
g
H
H
H
O
D
O同
音
B
V
S
H
U叩
・
可
目
的
件
。
問
叩
印
巧
己
叩
ロ
山
口

m
o
E
g仏

V
8守
ωロ
mod『

門
広

(
H
A
H
m
山
)

凶
ロ
色
白
巾
『
叩
mHuomロ
。
Y
四円・)

管
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
、
右
の
文
書
に
グ
ロ
ス
に
先
立
ち
同
様
サ
ム
ナ
ア
に
導
か
れ
つ
つ
最
初
に
着
目
し
た
る
と
こ
ろ
の
ス
タ
プ
ズ
は
、

(
瑚
}

此
の
文
書
の
成
立
を
以
て
単
に
「
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
時
代
」
の
こ
と
と
な
す
に
止
ま
っ
た
が
、
グ
ロ
ス
は
漠
然
と
本
文
書
は
凡
そ
一
一
一

O

(
即
)

年
頃
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
然
る
に
、
そ
の
後
今
世
紀
に
入
り
か
の
テ
イ
ト
は
、
此
の
文
書
を
以
て
一
一

O
八
年
よ
り
も
遅
か
ら
ざ
る

(
国
)

時
代
に
成
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
。

ラ
ン
フ
ラ
ン
ク
ス
戸
由
民
自
巳

5
2・
H
S
U
)

の
死
後
、
そ
の
師
に
し
て
前
任
者
た
る
彼
れ
ラ
ン
フ
ラ
ン
ク
ス
の
跡
を
継
い
で
ひ
と
た
び

一
O
九
一
一
一
年
三
月
六
日
キ
ヤ
ン
タ
ベ
リ
の
大
司
教
職
に
指
名
せ
ら
れ
な
が
ら
、
指
名
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
二
世
と
の
間
に
そ
の
叙
任
権
を
鰭
り

教
皇
権
を
代
表
し
て
抗
争
、
そ
の
管
区
収
入
差
押
え
の
憂
目
を
見
た
、
も
と
ベ
ッ
ク
切
o
n
(
Z
o
g
m
D
2
0
)修
道
院
出
身
の
「
ス
コ
ラ
哲
学

の
父
」
ア
ン
セ
ル
ム
ス
〉
g
o
H
B
g
n
g
Z
2
F
O
B山
田
が
、
最
終
的
に
そ
の
大
司
教
の
地
位
を
恢
復
す
る
に
到
っ
た
の
は
、

〈
す
ぷ

即
位
の
後
も
な
お
懐
り
つ
づ
け
た
紛
争
が
国
王
側
の
譲
歩
に
依
っ
て
辛
く
も
結
着
を
見
た
と
こ
ろ
の
一
一

O
七
年
以
降
の
こ
と
で
め
り
、

へ
ン
リ
一
世

一一

O
九
年
四
月
廿
一
目
、
こ
の
一

O
二
一
三
年
ア
オ
ス
タ
〉
o
m
g
(巴
四
百
O
E
O
)
生
れ
の
イ
タ
リ
ア
人
は
キ
ヤ
ン
タ
ベ
リ
の
地
で
残
し
て

(
国
)

い
る
か
ら
、
本
文
書
の
成
立
は
、
ど
う
し
て
も
一
一

O
七
l
九
年
の
聞
の
こ
と
と
な
る
、

1
1
1と
筆
者
に
は
勘
考
せ
ら
れ
る
。
而
し
て
、

い
ま
、
此
の
文
書
に
就
い
て
わ
れ
わ
れ
の
注
目
に
値
い
す
る
諸
点
は
、
件
不
動
産
交
換
の
一
方
の
当
事
者
た
る
俗
人
が
ク
ニ
フ
ト
た
ち
で

あ
る
こ
と
、
同
夫
れ
ら
の
ク
ニ
フ
ト
た
ち
は
紛
れ
も
な
く
商
人
ギ
ル
ド
合
問
、
さ
き
向
忠
ミ
)
を
組
織
し
て
い
た
こ
と
、
日
而
も
彼
等
は
そ
の

名
前
か
ら
判
断
す
れ
ば
一
人
(
当
日
巴
B
)
を
除
き
何
れ
も
ア
ン
グ
ロ
ウ
1

サ
グ
ソ
ン
人
で
あ
っ
て
ノ
ル
マ
ン
と
は
認
め
が
た
い
こ
と
、
同

な
お
そ
の
上
に
、
彼
ま
た
そ
の
名
前
よ
り
し
て
多
分
イ
ン
グ
リ
シ
ュ
と
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
俗
人
側
の
筆
頭
詮
人
た
る
キ
ヤ
ン
タ
ベ
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